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不動産管理の株式会社三好不動産（福岡市：代表取締役社長 三好修）は、経済産業省が選出する「健康経営優良法

人 2021」（中小規模法人部門）に３月４日（木）認定されました。本認定は昨年に続き 2 年連続の認定となります。 

当社は、これまでも定期健診の実施やオプション検査の費用補助、ストレスチェックの実施、健康をテーマとした

情報発信、業務時間の短縮、病気治療と仕事の両立支援、スポーツサークルの活動支援、予防接種の費用補助、就

業時間内の禁煙、職場へ加湿器・除菌剤の設置等を行い、従業員の健康増進を推進してきました。 

更に本年度においては、コロナウイルス感染症の影響を受けて、感染防止対策など従業員の安全確保のための新た

な取り組みを行っています。具体的には、消毒や検温、換気、飛沫防止ボードの設置などの感染症対策、感染拡大

防止に向けた勤務形態の変更、従業員の感染・感染者との接触判明時のルール策定等です。 

「健康経営優良法人」認定にあたっては、こうした取り組みが評価されたものと考えています。 

従業員をはじめ、様々なステークホルダーや更に地域社会のためにも、従業員一人ひとりの「心とカラダの健康」

を大切にし、今後も質の高いサービスをご提供できるよう、健康経営に関する取り組みを継続してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■健康経営優良法人制度とは 

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を日本健康会議が認定する制度です。 

 
■三好不動産会社概要  

代表者：代表取締役社長 三好 修  

本社所在地：福岡市中央区今川 1 丁目 1-1 

URL：https://www.miyoshi.co.jp/ 
 
 

 
 

 

「健康経営優良法人２０２１」に2年連続で認定 

株式会社三好不動産 

   

 

本件お問合せ先 (株)三好不動産 社長室 広報課 川口恵子 

TEL:092-7２5-5000 携帯:080(8584)3673  

e-Mail: kawaguchi-keiko@miyoshi.co.jp 

https://www.miyoshi.co.jp/
tel:092-7２5-5000

